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１．はじめに 

 全国的に人口の減少や核家族化の進行などにより、空き家・空き地が増加し、多くの問題

が生じていることから、平成 27 年 5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面

施行され、本市でも、枚方市空家等対策協議会を平成 27 年 11 月に設置、枚方市空家等及

び空き地等の対策に関する条例を平成 29 年 4 月に施行、枚方市空家等対策計画を平成 29

年 12 月に策定し、取り組んできました。さらに積極的に取り組むため、次期計画となる第

２次枚方市空家等対策計画を令和 4 年 1 月に策定しました。 

  本計画は、第２次枚方市空家等対策計画で掲げた対策を適切に実施していけるよう、具体

的な施策の内容や時期を定め、予算や事業の基礎としていくものです。 

 

２．位置づけ 

 本計画は上位計画である「第２次枚方市空家等対策計画」を踏まえ、早期に実施予定の対

策をどのように実施していくか、時期及び方向性について示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実行計画の期間 

 第２次枚方市空家等対策計画では、計画期間を令和４（2022）年度から、令和 13（2031）

年度までの 10 年間としており、本計画に基づく施策を進める際に、目標に対する進捗状況

を確認するため、計画期間を３期にわけ、アクションプランを定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2次枚方市空家等対策実行計画 

（アクションプラン） 

第 2次枚方市空家等対策計画 
枚方市都市計画マスタープラン 

枚方市立地適正化計画 

第１期（試行段階） 
2022〜2024 年度 

第２期（実施段階） 
2025〜2029 年度 

住宅土地
統計調査 

実施 公表 実施 公表 

R4 R7 R12 R14 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-1-5 モデル地区への出前講座を実施 2-2-2 
モデル地区における国費・府費
補助事業の検討 

1-2-1 耐震改修支援制度の検証 2-2-4 担い手像の確立と育成の着手 

2-1-3 
地域課題に応じた対応策を検討
する 

3-1-2 除却支援内容の検証 

2-2-1 
モデル地区におけるマッチング
事業の展開 

  

取り組み指標 R4 R5 R6 

出前講座受講人数（累計） 40 人 80 人 120 人 

担い手の育成人数（累計） ー ー 10 人 

マッチング事業数（累計） ２件 ６件 10 件 

 追跡調査から得られた地域特性をもとに、より空き家問題が深刻である地域を抽出。

地域と協議のうえ、未然防止のための住民への出前講座や、校区コミュニティ協議会や

自治会と連携して新規空き家の調査、管理不良となっている所有者への意向確認などを

実施し、既存の支援制度の活用や検証し、課題解決につなげる。 

 ※１ 担い手の育成については令和 4 年度はニーズの汲み取り調査を行う。 

令和６年度より人材育成の試行に着手する。 

 ※２ 地域との連携による空き家の調査、課題解決につなげる。 

第 1期事業① 地域特性にあった課題解決手法の探究ーモデル事業ー 

実施する取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2-1-1 利活用意思の確認 2-2-2 国費・府費活用事業の検討 

2-1-2 空き家情報の管理 2-2-3 

3-1-1 

4-1-2 

専門家団体との連携新規団体と連携の検討 

2-1-3 空家等・空き地等の情報の集約 

2-2-1 マッチング事業の展開 4-1-1 庁内の連携体制の整備 

取り組み指標 R4 R5 R6 

意向調査送付件数（累計） 120 件 240 件 360 件 

マッチング事業数（累計） 2 件 6 件 10 件 

制度を活用して解消した空き家数（累計） 30 件 65 件 100 件 

 管理意思のない家屋の解消及び利活用を望む所有者の支援として、マッチング事業に

注力する。モデル事業における支援のみでなく、市内全体の起業支援として展開できる

よう制度を整える。 

第 1期事業② 空き家の利活用促進・起業支援ーマッチング事業ー 

実施する取り組み 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-1-1 
個別事業のパンフレット、
空き家に関する総合的なパ
ンフレットの作成・配布 

1-2-1 木造住宅の耐震化への支援 

1-1-2 
納税通知書に啓発チラシを
同封し配布 

1-2-2 
高齢者や障害者が現在の住宅で快
適に過ごすことができるよう支援 

1-1-3 
1-1-4 

セミナー等の開催 
発信ツールの検証 

2-2-3 
3-1-1 

専門家団体との連携新規団体と連
携の検討 

1-1-5 市関連イベントへ出展 4-1-1 庁内の連携体制の整備 

取り組み指標 R4 R5 R6 

イベント参加人数（累計） 150 人 300 人 450 人 

木造住宅の耐震化への支援件数

（累計） 
30 件 65 件 100 件 

旧耐震家屋へ耐震化の啓発件数

（累計） 
100 件 200 件 300 件 

これまでより実施してきた啓発事業、未然防止につながる家屋改修の補助金制度の継

続のほか、庁内や外部組織との連携を強化し、啓発事業を強化する。関心の薄い市民に

も届くよう積極的に事業を展開する。 

第 1期事業③ 徹底した管理不良空き家の発生抑制ー積極的な啓発事業ー 

 

実施する取り組み 



  



  



  

取り組み指標 R4 R5 R6 

緊急連絡先の把握（累計） 120 人 240 人 360 人 

除却支援件数（累計） 18 件 36 件 54 件 

2-1-1 
空き家・空き地の緊急連絡先

の把握 
3-2-1 

必要に応じ認定・措置・緊急安全措

置を実施 
2-1-2 

関係機関との情報共有方法の

検討 

2-2-3 
専門家団体との連携・新規団

体と連携の検討 
4-1-1 庁内の連携体制の整備 

3-1-2 除却支援の継続 4-1-2 外部組織の連携体制の整備 

平成 30 年にあった大阪北部地震において、空き家の損壊が目立ち、行政間の連携や

民間事業者との連携に迫られた経過があるため、早期に連携体制を整える。 

 

第 1期事業④ より安心して暮らせるまちへー災害時対応の強化ー 

 

実施する取り組み 



 

 

  



 


